
意匠分類・Ｄ
タームの記号

意匠分類・Ｄタームの表示 修正概要・理由 備考

B1-601 一組の衣服セット（下着から構成されるもの） 組物の意匠については、意匠法施行規則の別表記載の組物の名称で出願する必要があることから、組物
の意匠分類の表示を別表記載の組物の名称に合わせて修正することとし、併せて定義カードの関係する記
載についても整備し、明確化を行った。

B3-001 一組の身の回り品セット（カフスボタン、ネクタイ止め等から構成され
るもの）

同上

B3-002 一組の身の回り品セット（装身具から構成されるもの） 同上
B6-6 一組の身の回り品セット（喫煙用具から構成されるもの） 同上
C1-34 一組の運輸機器セット（２以上の自動車用フロアマットから構成され

るもの）
同上

C2-1512 一組の室内装飾品セット（三月節句人形、三月節句用具等から構成
されるもの）

同上

C3-12 一組の清掃用具セット 同上
C3-501 一組の洗濯用具セット（洗濯機器から構成されるもの） 同上
C4-07 一組の美容用具セット この意匠分類の表示については、別表記載の組物の名称と一致していたため、意匠分類の表示は修正しな

かったが、他の組物の意匠の定義カード修正に揃えて、関係する記載について整備し、明確化を行った。
C4-146 一組の保健衛生用品セット（電気歯ブラシ、ホルダー等から構成さ

れるもの）
組物の意匠については、意匠法施行規則の別表記載の組物の名称で出願する必要があることから、組物
の意匠分類の表示を別表記載の組物の名称に合わせて修正することとし、併せて定義カードの関係する記
載についても整備し、明確化を行った。

C4-147 一組の保健衛生用品セット（歯ブラシ立て、コップ等から構成される 同上
C5-10 飲食用容器の組物 他の組物の意匠の定義カード修正に揃えて、関係する記載について整備し、明確化を行った。
C5-11 一組の飲食用容器セット（調味料入れセットを構成するもの） 組物の意匠については、意匠法施行規則の別表記載の組物の名称で出願する必要があることから、組物

の意匠分類の表示を別表記載の組物の名称に合わせて修正することとし、併せて定義カードの関係する記
載についても整備し、明確化を行った。

C5-12 一組の飲食用容器セット（茶器セットを構成するもの） 同上
C5-130 一組の飲食用容器セット（コーヒーセットを構成するもの） 同上
C5-14 一組の飲食用容器セット（ディナーセットを構成するもの） 同上
C5-15 一組の飲食用容器セット（紅茶セットを構成するもの） 同上
C5-16 一組の飲食用容器セット（食卓用皿、コップから構成されるもの） 同上
C5-17 一組の飲食用容器セット（酒器セットを構成するもの） 同上
C5-18 一組の調理器具セット（キャンプ用鍋セットを構成するもの） 同上
C6-111 一組の飲食用具セット（飲食用ナイフ、フォーク及びスプーン等から

構成されるもの）
同上

D3-303 一組の照明機器セット（天井灯及び関連物品等から構成されるも 同上
D4-301 一組の空調機器セット（エアーコンディショナー及び関連物品等から

構成されるもの）
同上

D5-101 一組の厨房設備用品セット（台所を構成するもの） 同上
D5-201 一組の衛生設備用品セット（洗面化粧台及び関連物品等から構成

されるもの）
同上

D5-4941 一組の衛生設備用品セット（便器用付属品から構成されるもの） 同上
D6-501 一組の家具セット（玄関収納を構成するもの） 同上
D6-502 一組の家具セット（２以上の収納棚から構成されるもの） 同上
D7-01 一組の家具セット（応接家具を構成するもの） 同上
D7-02 一組の家具セット（屋外用いす、テーブル等から構成されるもの） 同上
D7-03 一組の家具セット（２以上の机から構成されるもの） 同上
D7-04 一組の家具セット（２以上のテーブルから構成されるもの） 同上
D7-204 一組の家具セット（２以上のいすから構成されるもの） 同上
D7-296 一組の運輸機器セット（２以上の自動車用シートカバーから構成さ

れるもの）
同上

E1-401 一組の遊戯娯楽用品セット（紅茶セットおもちゃを構成するもの） 同上
E1-402 一組の遊戯娯楽用品セット（コーヒーセットおもちゃを構成するもの） 同上
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